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松尾：文部科学省の松尾でございます。私からは、文
部科学省における消費者教育に関する取り組みについ
て説明をさせていただきたいと思います。
機密性2情報

概 要

⚫ 平成 年８月に議員立法により成立した「消費者教育の推進に関する法律」に基づき、消費者庁と文部科学省において「消費者教育の推進に関する基本
的な方針」を策定（平成 年 月 日閣議決定）。「若年者への消費者教育」は当面の重点事項の一つに位置づけられている。

⚫ 成年年齢の引下げ（令和 年 月施行）を見据え、平成 年２月に「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム」を関係 省庁において
決定（ 月改訂）。平成 年度から令和 年度の３年間を集中強化期間として取組を推進してきたが、令和３年度も継続して実施している。

⚫ 令和３年 月 日付で教育委員会等、関係機関に対して「「成年年齢引下げに伴う消費者教育全力」 キャンペーンに基づく取組の推進について」を通知し、
一層の取組を推進している

消費者教育の推進に関する法律（平成 年８月成立、 月施行）

若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム（平成 年 月決定、 月改定）

消費者教育の推進に関する基本的な方針（平成３０年３月２０日変更）
• 内閣総理大臣・文部科学大臣が「消費者教育の推進に関する基本的な方針」を作
成し、閣議決定

• 消費者教育の推進の意義及び基本的な方向、推進の内容等に関する事項を定める
とともに、都道府県・市町村消費者教育推進計画の基本となるものとして作成（平成
～ 年度の 年間）

• 変更について、 月 日閣議決定（平成 ～ 年度の 年間）
• 「当面の重点事項」の一つとして「若年者への消費者教育」を示す

⚫ 与野党の共同による議員立法により成立
⚫ 消費者教育の総合的かつ一体的な推進を図るために必要な事項を規定
⚫ 主な内容
・ 消費者教育及び消費者市民社会の定義、消費者教育の基本理念
・ 国及び地方公共団体等の責務、財政措置
・ 学校、大学等、地域における消費者教育の推進
・ 国の消費者教育基本方針の策定、消費者教育推進会議の設置（ ）
・ 地方公共団体の推進計画策定、消費者教育地域協議会の設置

⚫ 成年年齢引下げを見据えた環境整備に関する関係府省庁連絡会議（議長：法務大臣）の下､若年者の消費者教育について検討する会議に位置づけ。
⚫ 関係省庁が緊密に連携し、若年者への実践的な消費者教育を推進するため、消費者庁、文部科学省、法務省及び金融庁の４省庁関係局長会議において消費者教
育の総合的かつ一体的な推進を図るために必要な事項を規定。

⚫ 平成 年度から令和 年度の３年間を集中強化期間として取組を推進。

アクションプログラムの概要

（１）高等学校における消費者教育の推進
① 学習指導要領の徹底 【文部科学省】
② 消費者教育教材の開発、手法の高度化

【消費者庁･金融庁･法務省･文部科学省】
③ 実務経験者の学校教育現場での活用

【消費者庁・金融庁・文部科学省】
④ 教員の養成・研修

【消費者庁・文部科学省】

（２）大学等における消費者教育の推進
① 大学、専門学校等と消費生活センターとの連携、消
費者被害防止に関する情報提供、取組の普及啓
発等を行う 【消費者庁・文部科学省】

② 大学、専門学校等と地元の消費生活センターとの連
携を支援し、出前講座等を実施する 【消費者庁】

③ 大学における講義実施等を通じた正しい金融知識の
普及 【金融庁】

（３）その他
① 全ての都道府県、政令指定都市において、消費者
教育の推進に関する法律に基づく消費者教育推進
計画・消費者教育推進地域協議会の策定・設置を
目指す。 【消費者庁】

② 大学等及び社会教育における消費者教育の指針を
見直し、大学等及び教育委員会に対し周知を行う。
【文部科学省】 １

若年者に対する消費者教育について（総論）

　まずは、若年者に対する消費者教育について、消費
者教育自体は、従前からありましたが、平成 24 年８月
に議員立法によって成立しました「消費者教育の推進
に関する法律」、そして、平成 26 年８月に消費者庁と
文部科学省において制定しました「消費者教育の推進
に関する基本的な方針」、平成 30 年３月 20 日に改定さ
れたものです。それらにより、若年者への消費者教育は、
当面の重点事項の１つに位置付けられております。
　消費者教育の推進に関する法律ですが、主な内容と
しては、消費者教育および消費者市民社会の定義、消
費者教育の基本的理念、学校、大学等の地域における
消費者教育の推進、国の消費者教育基本方針の制定、
消費者教育推進会議の制定などが規定されているとこ

ろです。
　本日のテーマでもありますように成年年齢引き下げ
に関するものは、平成 30 年２月に「若年者への消費
者教育の推進に関するアクションプログラム」という
ものを消費者庁、文部科学省、法務省および金融庁に
おいて決定しました。令和２年までの３年間を集中的
な取り組みとして実施し、本年度については重点的に、
法施行前の最終年度ということで、全力で取り組んで
いるところでございます。
機密性2情報

令和３年度は成年年齢引下げ前の最後の１年となることから、成年年齢引下げを見据え、実践的な消費者教育を徹底するた
め、関係４省庁（消費者庁、法務省、文部科学省、金融庁）がさらに連携し、地方公共団体、大学、関係団体、メディア等を巻き
込んだ集中的かつ重層的な取組を実施する。

➢ 消費生活上の契約、家計管理等に関する内容

➢ 消費者被害防止に資する内容
（※）「若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム（平成30年２月20日決定）」の内容も引き続き実施。

趣旨

【【地地方方公公共共団団体体・・大大学学等等へへのの働働きき掛掛けけ】】
・都道府県、大学等への働き掛け
・情報発信、セミナー開催等の実施についての働き
掛け
・「消費者教育アドバイザー」の派遣
・地方公共団体主催の教員向け研修への講師派
遣
・高校・大学等での出張授業の実施 等

【【関関係係団団体体へへのの働働きき掛掛けけ】】
・消費者団体、日弁連、金融関係団体等
、各省の若年者に関連する団体を通じた
契約、家計管理や消費者被害防止に資
する注意喚起・情報発信を働き掛け

【【イイベベンントト・・メメデディィアアをを通通じじたた周周知知】】
・シンポジウム・セミナー等の開催
・消費者月間や若年者が多く参加するイベントを活用
した情報発信
・消費者教育フェスタの実施
・教員向け法教育セミナー等の開催
・インターネット広告、SNS広告等を活用した周知 等

・実践的な消費者教育に資するコンテンツを作成し、情報発信に活用
・契約、家計管理や消費者被害拡大防止等に資する動画作成
・高校生向け法教育リーフレットを作成・配布し、活用を促進
・成年を迎えるにあたって知っておきたい知識を集約し、マンガ、クイズや解説を交えて伝える特設ウェブサイトの作成
・金融経済教育に関する年齢層別動画コンテンツの作成 等

【【ココンンテテンンツツのの充充実実・・活活用用のの促促進進】】

（参考）若年者への消費者教育の推進に関するアクションプログラム（平成30年２月20日決定）

・学習指導要領の徹底 ・消費者教育教材の開発、手法の高度化
・実務経験者の学校教育現場での活用 ・教員の養成、研修

・大学等と消費生活センターとの連携支援・出前講座の実施
・大学、専門学校等への出前講座等の推進

・都道府県等における消費者教育推進計画・消費者教育推進地域協議会の策定・設置の促進 ・大学等及び社会教育における消費者教育の指針の見直し

高等学校等における消費者教育の推進 大学等における消費者教育の推進

その他

溶け込み 「「成成年年年年齢齢引引下下げげにに伴伴うう消消費費者者教教育育全全力力」」キキャャンンペペーーンンににつついいてて（（令令和和３３年年３３月月2222日日決決定定））
【【消消費費者者庁庁、、法法務務省省、、文文部部科科学学省省、、金金融融庁庁】】

　

　本年度は、成年年齢引き下げに伴う消費者教育全力
キャンペーンに基づく取り組みの推進ということで通
知を出しております。これは関係機関に対して、いっ
そうの取り組みを推進しているところでございます。
　若年者への消費者教育に関するアクションプログラ
ムにつきましては、関係４省庁（消費者庁、文部科学省、
法務省、金融庁）で決定しまして、必要事項を定めたも
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のであります。しかしながら、高校における消費者教
育の推進としましては、学習指導要領の徹底、消費者
教育教材の開発手法の高度化などを進めているところ
です。また大学等における消費者教育の推進には、大学、
専門学校などと消費者生活センターとの連携、消費者
被害防止に関する情報提供、取り組みの普及・啓発等
を行っているところでございます。
　この重点キャンペーンですが、地方公共団体、大学
等と関係機関、関係団体等に働きかけとイベント、メ
ディアを通じた周知等も行っております。また、コン
テンツの充実・活用を促進しております。こうした消
費者教育に関する教育を推進するための主要な、いわ
ゆるコンテンツを用意して、それを活用してもらいな
がらも、全体的に取り組みを進めていただくようにお
願いしているところでございます。
機密性2情報

学校教育における消費者教育の推進
消費者教育（被害の防止・救済関係）に関する主な内容

（学習指導要領解説抜粋）
○小学校【家庭科】
・買う人（消費者）の申し出と売る人の承諾によって売買契約が成立すること、買う人は
お金を払い、売る人は商品を渡す義務があること、商品を受け取った後は、買った人の
一方的な理由で商品を返却することができないことについて扱い、理解できるようにする。
・買物で困ったことが起きた場合には、家族や先生などの大人に相談することや、保護者と
共に消費生活センターなどの相談機関を利用することにも触れるようにする。
○中学校【技術・家庭科】
・消費者被害への対応について・・・誤った使い方などのよる被害を防ぐためには、消費者
が説明書や表示、契約内容を確認することが重要であることに気付くようにする。
・消費者を支援する仕組みがあるのは、消費生活に係る被害を未然に防いだり、問題が
発生した場合に適切に対応して被害を拡大させないようにしたりするためであることを理
解できるようにする。
○高等学校【家庭科（家庭基礎）】
・消費者被害の未然防止につながるよう、悪質商法や多重債務、インターネットを通じた
消費者被害など近年の消費者被害の状況にも触れるようにする。
・契約の重要性については、・・・未成年と成年の法律上の責任の違い（未成年者取消
権の有無）について理解できるようにする。また、・・・消費者被害の未然防止の重要性
について理解できるようにする。その際、・・・クーリング・オフ制度の他、意思無能力者の
契約・錯誤・公序良俗違反による契約等、一方的に契約をやめることなど、具体的な救
済方法について理解できるようにする。
・消費者保護の仕組みについては、・・・消費生活センターについて取り上げ、その役割や
機能・・・消費者契約法などの被害救済のための基本的な法規・・・についても理解でき
るようにする。

3

１．学習指導要領における消費者教育の充実

．家庭科の履修学年に関する学習指導要領の一部改正
（平成 年 月 日）

令和 ・ 年度入学生について
⚫ 現行高等学校学習指導要領において、家庭科の科目「家庭基礎」、
「家庭総合」、「生活デザイン」の消費生活に関する内容を、それぞれ
第 学年及び第 学年のうちに履修させることとする。

令和４年度以降入学生について
⚫ 新高等学校学習指導要領において、家庭科の各科目「家庭基礎」、
「家庭総合」の消費生活に関する内容を、それぞれ第 学年及び第
学年のうちに履修させることとする。

高校生が成年年齢に達する前に、
より充実した消費者教育を学習する機会を確保

⚫ 平成２９年及び３０年に公示された新学習指導要領の社会科、
公民科、家庭科、技術・家庭科等の各教科において、引き続き、消
費者教育に関する内容を規定するとともに、その内容を更に充実。

⚫ 新高等学校学習指導要領への円滑な移行のため、平成 年度以
降の入学生について、新学習指導要領の契約の重要性及び消費者
保護の仕組みに関する規定の事項を加えて指導。
※新高等学校学習指導要領（令和 年度入学生から学年進行で実施）が適
用されるまでの間の移行措置

学習指導要領等
（文科省 ）

○高等学校【公民科（公共）】
・契約によって、売買、土地・建物や金銭の貸し借り、雇用などの多
様な活動が行われること、このような多様な契約により様々な責任
が生じることについて理解できるようにする。
・消費者に関する問題を取り上げ、消費者と事業者との間で締結さ
れる契約である消費者契約を扱い、・・・消費者を守るための法的
規制や行政による施策が行われていることを理解できるようにする。

　学校における消費者教育の推進については、学習指
導要領において、平成 29 年および 30 年に公表された
学習指導要領の社会科、公民科、家庭科、技術家庭科
等の科目において、引き続き消費者教育に関する内容
を規定するとともに、その内容はさらに充実している
ところでございます。
　令和 4年度からの高等学校学習指導要領への円滑な
移行のために、平成 30 年度以降の入学者について、令
和 4年度からの学習指導要領の契約の重要性でありま
すとか、消費者保護の仕組みに関する規定事項を加え
て指導するようにお願いしているところでございます。
　家庭科の履修に関する学習指導要領の一部改訂につ
きましては、令和２年、３年の新入学生につきまして、
令和 3年度までの高等学校学習指導要領において、家
庭科の科目、家庭科基礎、家庭科総合、生活デザイン
の消費生活に関する内容をそれぞれ、第１学年および
第２学年のうちに履修させることとしているところで
ございます。
　令和４年度以降の入学生につきましては、新学習指
導要領において、家庭科の科目、家庭科基礎、家庭科

総合の消費者生活に関する内容をそれぞれ、第１学年
および第２学年のうちに履修させることとしておりま
す。
機密性2情報

２．免許状更新講習について

⚫ 更新講習の申請要領を示した通知において、消費者教育を含む成年年齢引き
下げに関する事項を取り上げた講習の開設を推進している。なお、（独）国民
生活センターにおいても、更新講習の実施に向けて文部科学省及び消費者庁と
調整中。

３．現職教員研修について
⚫ 消費者庁作成した高校生向け消費者教材資料「社会への扉」を全国の学校に
提供し、活用を促すに当たり、（独）教職員支援機構において、同教材を活用
した消費者教育についての教員用研修動画を作成、ウェブサイト上で公開、積極
的な活用を促している。

⚫ 教職員研修実施に関する主な提言等をまとめた通知を新たに発出し、「消費者
教育の推進に関する基本的な方針」等を踏まえた研修の充実を全国の教育委
員会に依頼（令和２年７月）。

⚫ 免許状更新講習や教育委員会が行う研修以外にも、教科指導等に関する専
門的研修等の機会を通じて消費者教育に関する研修が行われるよう、関係学
会に対して働きかけを行うことを検討。

○地域及び学内の消費者教育のより一層の推進に向け、平成 年 月に
「消費者教育推進プロジェクト」を立ち上げ。

○大学では、小学校・中学校・高等学校の全ての課程で消費者教育に関連
した授業科目を開講。
学部：消費生活論、家庭経営学演習、初等家庭、初等中等教科教育

実践Ⅰ、初等中等教科教育実践Ⅱ、中等家庭科教材論
大学院：生活創造教育（家庭）の教材開発演習
○このほか、外部での講演、学校への出前授業、教員研修などを実施。

鳴門教育大学における取組例（主に教員養成）
１．教員養成について

⚫ 教職課程では、公民科、家庭科の教員免許状取得に当たって履修する「各教
科の指導法」等の科目において、学習指導要領を踏まえた消費者教育の内容が
扱われている。さらに、アクションプログラムの改訂を踏まえた消費者教育の充実に
ついて全国の教職課程を置く大学に周知したところ（令和元年６月）。

教職員支援機構ウェブサイト（校内研修シリーズ）
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• 更新講習の名称・概要に「消費」又は「契約」が含まれていなくても、実際には、多く
の講習において、消費者教育に関する内容が扱われている。（例えば、ある大学か
らの聞き取りでは、必修・選択必修・選択の各領域の講習のうち ％
（ ）で消費者教育が扱われていた。）

学校教育における消費者教育の推進（教員養成等）

　もちろん、教員の方々に関する養成・研修等にも充
実をしておりまして、教育課程では公民科、家庭科の
教員免許取得にあたって履修する各教科の指導方法な
どの科目において、学習指導要領を踏まえた消費者教
育の内容が扱われるようにしたところでございます。
機密性2情報

【目的】 成年年齢の引下げが議論されていることも踏まえ、高高等等学学校校段段階階ままででに、契契約約

にに関関すするる基基本本的的なな考考ええ方方や契契約約にに伴伴うう責責任任を理解するとともに、身近な契約等を通じて、
社会において消費者として主体的に判断し責任を持って行動できるような能力を育む。

社社会会へへのの扉扉

契約や消費者トラブル等が身近な暮らし
の中に存在することに気付かせる。

Ｐ.１～２
導入

生
徒
用
教
材

契約について理解しよう！

消費者が主役の社会へ
お金について理解しよう！

暮らしの安全について理解しよう！

－12のクイズで学ぶ自立した消費者－

グループ学
習にも活用
できるワーク
を掲載

ワーク３ なぜ、法律では上のよ
うな取引に関してクーリング・オフ
制度を定めているのだろうか。

高校生にも
身近なイン
ターネット
ショッピン
グの注意
事項を具体
的に掲載

消費生活センターについて知ろう！

あなたの行動が社会を変える！

・クレジットカードの仕組み、多重債務、将来の詐欺的投資
被害を防ぐための注意を掲載

・暮らしに潜む危険の例を紹介し、安全に配慮した行動、
再発防止のための行動がとれる消費者になることを促進

・「高校生が消費生活センターに相談したら」という設定の
マンガで紹介

・消費者トラブルにあった際に行動することが、消費者市
民社会の実現につながることを紹介

教
師
用
解
説
書

消費生活に関する１２のクイズを掲載

生徒用教材に関わる学習指導
要領の項目等を示す表

●生徒用教材各ページ
の解説
●教師として知っておきた
い若年者を取り巻く消費
生活に関する情報
●生徒用教材の「ワーク」
「発展」、「プラスα問題」
の考え方

公民科、家庭科の指導案例とワーク
シート例（ワークシート実物大はウェブサイト掲載）

消費者教育の必要性についての
メッセージ
・消費者教育を実践している
教師・弁護士・消費生活相談員

Ｐ．３～１１

キャッチセールスのイメージ

消消費費者者庁庁 社社会会へへのの扉扉 検検索索
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○高校生向け消費者教育教材「社会への扉」

　現職の教員の方々への研修としては、次に、ご説明
します消費者庁が開発しました『社会への扉』、こちら
の活用方法などを動画で研修できるよう、教職員支援
機構のウェブサイトに載せておりますので、ご活用い
ただければと思います。
　『社会への扉』は、消費者庁が開発したものでござい
ますが、こちらは全体的な契約に関する大抵の話とお
金についての、いわゆる仕組み、暮らしの生活の中に
ある消費者支援の例などを示してございます。また、
被害に遭ったときに、どのようなかたちで対応しない
といけないのかというところを教材としてまとめてい
るところでございます。
　こちらは、本日行われているもので、「消費者教育フェ
スタ」でございます。これ自体は、平成 22 年度より実
施しているものでございまして、消費者教育に関わる
関係機関の皆様方の、いわゆる連携を図ることを目的
として実施しているものでございます。
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機密性2情報

■趣 旨

文部科学省では、平成２２年度より、「消費者教育推進事業」を実施し、大学及び社会教育分野

における消費者教育の推進のために各種取組を行っています。

平成２４年の消費者教育推進法では、消費者教育を推進する多様な主体の連携の確保によ

る効果的な実施が規定されるほか、推進法により閣議決定された基本方針では、地域の多様

な主体間のネットワーク化や相互の連携と情報共有の仕組みづくりの必要性が求められてい

ます。

そこで、文部科学省では、学校や地域において消費者団体等をはじめ様々な主体の連携・

協働による消費者教育を推進するため、消費者教育フェスタを開催しています。

■対 象

教員、教育委員会、消費者行政部局、

事業者、消費者団体等

■令和３年度開催地

愛媛会場：令和４年１月 日（水）

東京会場：令和４年２月 日（木）

※ オンラインと現地開催併用にて開催予定

教育委員会
小・中学校・高校
大学・専門学校等

関係団体
弁護士､ＦＰ
等の専門家等

含む

消費生活
センター

消費者行政
部局

〇〇好好事事例例のの共共有有 〇〇関関係係機機関関ととのの連連携携促促進進
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消費者教育フェスタ

　どうしても消費者教育を推進していくためには、現
場で向き合っている方々のご協力が必要というように
考えております。実際に現場と向き合って取り組みを
進めていただいているのは、皆様のご協力があっての
ものだというように考えてございます。
　一番難しいのは現場であり、いわゆる向かい合って
いる中で、何かを伝えていかないといけないというこ
とは、非常に難しいことでございます。つきましては、
皆様方のご協力をいただきながら実施させていただけ
ればと思っております。
　なかなか人に伝わるということ自体は難しいと私も
思っております。相手の気持ちの桶を満たす、こぼれる
ようなことにはならない程度の思いであるだとか、願
いを言葉に乗せていただいて伝えていただければ、相
手の方々へのここに届くと私も思いますので、皆様方
に、ご協力をお願いしたいと思っているところです。
機密性2情報

7

２０２２年の成年年齢引下げを見据え、また学校や地域での消費者教育の取組も
一層進めるため、文部科学省では消費者教育アドバイザーの派遣を行っています。

？地域で・・・
消費者教育の推進の方策が
今一つわからないのですが・・・

？大学で・・・
学生に主体的な判断で
意思決定させるには
どうすれば・・・

？中学・高校で・・・
授業の中で消費者教育を
どのように取り入れ
指導していけば良いのか・・・

そのお悩み、消費者教育アドバイザーが解決します！

【本件担当】文部科学省総合教育政策局
男女共同参画共生社会学習・安全課消費者教育推進係
電話 ０３－６７３４－２２６０、３４６２
メール consumer@mext.go.jp

派遣の申請等詳細は、文部科学省HPをご覧ください。

消費者教育アドバイザーの派遣

URL：http://www.mext.go.jp/a_menu/ikusei/syouhisha/detail/1339570.htm文部科学省消費者教育アドバイザーのメリット
！消費者教育の実践者や有識者を派遣します。
！地域の実情を踏まえた消費者教育の実施を丁寧に支援します。
！派遣に要する費用は無料です。

文部科学省消費者教育アドバイザー

　実際に、消費者教育を進めていきましょうとなった
ときに、どういった設計でありますかとか、どういっ
た仕組みにしたほうがよろしいのかとか、そういった
ところにつきましては、我々のほうで消費者教育アド
バイザーを設けてございますので、こちらをご活用い
ただければというように考えているとこでございます。
　私からの行政説明は以上となります。皆様、ご清聴
ありがとうございました。


